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は
じ
め
に　

西
園
寺
家
は
鎌
倉
時
代
を
通
し
て
、
鎌
倉
幕
府
と
朝
廷
の
交
渉
を
仲
介
す
る
役

職
で
あ
る
関
東
申
次
を
世
襲
し
、
権
力
を
ふ
る
っ
て
い
た
。
関
東
申
次
が
居
住
す

る
邸
宅
は
、
上
洛
し
た
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
が
幕
府
か
ら
の
伝
達
事
項
を
申
し
伝

え
る
場
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
西
園
寺
家
は
関
東
申
次
を
務
め
る
一
方
で
、
娘
を

次
々
と
入
内
さ
せ
て
王
家
の
外
戚
の
地
位
に
就
い
た
た
め
、
西
園
寺
家
の
邸
宅
は

里
内
裏
や
院
御
所
と
な
っ
た
り
、
行
幸
・
御
幸
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
り
し
て
い
た
。

西
園
寺
家
は
、【
地
図
①
】
に
示
し
た
よ
う
に
、鎌
倉
時
代
の
京
中
に
、一
条
第
・

今
出
川
第
・
冷
泉
富
小
路
第
・
常
盤
井
第
な
ど
多
く
の
邸
宅
を
有
し
て
い
た
。
ま

た
、『
五
代
帝
王
物
語
』
に
、

天
王
寺
・
吹
田
・
槙
嶋
・
北
山
、
さ
し
も
然
る
べ
き
勝
地
・
名
所
に
は
、
山

荘
を
造
り
瑩
た
り
。
家
の
繁
昌
比
ひ
な
く
ぞ
み
え
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
西
園
寺
家
が
景
勝
地
に
多
数
の
別
業
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

西
園
寺
家
の
邸
宅
に
関
す
る
研
究
を
み
る
と
、
赤
松
俊
秀
は
『
鹿
苑
寺
史
』
の

中
で
、
室
町
時
代
に
三
代
将
軍
足
利
義
満
の
手
に
渡
り
、
鹿
苑
寺
の
前
身
と
な
る

北
山
殿
（
西
園
寺
）
だ
け
で
な
く
、
西
園
寺
家
が
京
中
に
有
し
た
一
条
・
今
出
川

第
に
も
言
及
し
て
い
る
が（
1
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
の
特
質
が
不
明
で
あ
る
。
な

か
で
も
、
北
山
第
に
つ
い
て
は
西
園
寺
家
の
生
活
の
本
拠
で
は
な
い
と
し
、
そ
の

用
途
を
①
信
仰
の
場
、
②
遊
興
の
場
、
③
行
幸
・
御
幸
の
場
で
あ
っ
た
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
そ
の
用
途
や
位
置
付
け
に
変
化
は
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
時
期
ご
と
の
差
異
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
川
上
貢
は
、
今
出
川

殿
・
北
山
殿
・
冷
泉
富
小
路
殿
・
常
盤
井
殿
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
な
ど

を
建
物
ご
と
に
考
察
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
の
用
途
に
つ
い
て
は
考
察

さ
れ
て
い
な
い（
2
）。
検
討
を
行
っ
た
時
期
も
、
冷
泉
富
小
路
第
・
常
盤
井
第
は
、

御
所
と
な
っ
て
か
ら
の
み
を
対
象
と
し
て
お
り
、
西
園
寺
家
所
有
期
に
つ
い
て
は

言
及
し
て
い
な
い
た
め
、
西
園
寺
家
の
邸
宅
の
研
究
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
太

田
静
六
は
、
鎌
倉
前
期
の
貴
族
の
邸
宅
の
例
と
し
て
、
西
園
寺
公
経
の
北
山
別
業
・

九
条
道
家
の
一
条
殿
を
挙
げ
る（
3
）。
ま
た
、
泉
殿
の
例
と
し
て
、
吉
田
泉
殿
を

挙
げ
て
い
る
が
、
言
及
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
上
横
手
雅
敬
氏
は
、
宇
治
と
摂
関
家

と
の
関
係
に
加
え
、
西
園
寺
家
と
宇
治
（
槙
島
）
の
関
係
に
注
目
し
て
い
る（
4
）。
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三
二

網
野
善
彦
は
、
西
園
寺
家
の
流
通
経
路
の
支
配
を
別
業
（
槙
島
）
や
所
領
の
関
係

か
ら
論
じ
る（
5
）。
近
年
、
鋤
柄
俊
夫
氏
は
考
古
学
的
成
果
を
踏
ま
え
、
都
市
論

の
立
場
か
ら
、
西
園
寺
公
経
期
の
京
都
の
様
子
を
論
じ
、
都
市
京
都
と
の
か
か
わ

り
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（
6
）。

西
園
寺
家
の
邸
宅
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
な
研
究
が
み
ら
れ
、
な
か
で
も
建

物
の
構
造
に
つ
い
て
研
究
が
進
展
し
て
い
る
。
し
か
し
、
鎌
倉
時
代
の
西
園
寺
家

の
邸
宅
の
全
容
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
邸
宅
の
使
用
方
法
や
、
西
園
寺
家
の
当
主
ご
と
の
差
異
な
ど
も
不
明

で
あ
る
。
西
園
寺
家
は
鎌
倉
時
代
に
天
皇
家
や
摂
関
家
な
ど
多
方
面
と
縁
戚
関
係

を
結
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
邸
宅
は
西
園
寺
家
の
当
該
期
の
公
家
政
権
内
に

お
け
る
役
割
が
反
映
さ
れ
た
空
間
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
西
園
寺

家
の
邸
宅
に
つ
い
て
、
西
園
寺
家
の
当
主
ご
と
に
時
期
を
区
切
り
、
用
途
の
違
い

や
特
質
を
考
察
す
る
。

邸
宅
の
呼
称
に
つ
い
て
、
史
料
に
よ
っ
て
「
殿
」
や
「
第
」、「
亭
」
な
ど
が
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
「
第
」

を
用
い
る（
7
）。
ま
た
、
冒
頭
に
あ
げ
た
『
五
代
帝

王
物
語
』
に
み
え
る
よ
う
に
、
西
園
寺
家
は
多
数

の
別
業
を
所
有
し
て
い
た
。
別
業
に
つ
い
て
は
、

煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
、
政
治
的
に
重
要

な
意
味
を
持
つ
北
山
第
以
外
は
第
五
節
「
西
園
寺

家
の
別
業
」
で
触
れ
る
。

一　

平
安
時
代
後
期
〜
鎌
倉
時
代
初
期
（
承
久
の
乱
以
前
）　

1　

通
季
・
公
通
期

こ
こ
で
は
、
鎌
倉
時
代
の
西
園
寺
家
の
邸
宅
を
考
察
す
る
前
段
階
と
し
て
、
平

安
時
代
後
期
の
西
園
寺
家
の
邸
宅
を
考
察
す
る
。
西
園
寺
家
の
祖
と
さ
れ
る
通
季

は
、
鳥
羽
の
中
宮
で
、
崇
徳
・
後
白
河
の
母
で
あ
る
璋
子
（
待
賢
門
院
璋
子
）
の

兄
で
あ
る
。
た
だ
し
、
早
世
し
た
た
め
極
官
は
権
中
納
言
で
あ
っ
た
。
続
い
て
、

通
季
の
子
公
通
は
、
蔵
人
頭
な
ど
を
経
て
権
大
納
言
に
至
っ
た
人
物
で
あ
る
。

こ
の
頃
の
邸
宅
と
し
て
判
明
す
る
の
は
、
二
条
高
倉
第
の
み
で
あ
る
。『
公
卿

補
任
』
保
安
三
年
（
一
一
二
三
）
の
源
有
仁
の
項
目
に
、「
十
二
月
十
七
日
任
。

同
日
於
二
二
条
高
倉
通
季
第
一
有
二
大
饗
一
」
と
あ
る
。
源
有
仁
の
任
内
大
臣
の
大

饗
が
通
季
の
邸
宅
で
行
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
源
有
仁
の
妻
が
通

季
の
姉
妹
と
い
う
関
係
か
ら
通
季
邸
宅
で
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

【
系
図
①
】
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2　

実
宗
・
公
経
期
（
承
久
の
乱
以
前
）

次
に
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
実
宗
と
そ
の

子
公
経
の
時
期
の
邸
宅
を
み
て
い
く
。
ま

ず
、
実
宗
は
、
平
頼
盛
の
娘
を
母
と
す
る

持
明
院
基
家
の
娘
を
妻
と
し
て
い
た
。
実

宗
は
こ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
平
氏
政
権
期

に
は
平
氏
に
近
い
立
場
に
あ
っ
た
が
、
平

氏
が
没
落
す
る
と
上
西
門
院
・
後
白
河
に

接
近
し
、
そ
の
後
、
治
天
の
君
後
鳥
羽
の

も
と
で
活
躍
、
内
大
臣
に
至
っ
た（
8
）。

実
宗
の
子
公
経
は
、
西
園
寺
家
の
実
質

的
な
祖
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
公
経
に

と
っ
て
の
転
機
は
、
一
条
能
保
の
娘
全
子

と
の
婚
姻
で
あ
っ
た（
9
）。
一
条
能
保
は
、

鎌
倉
時
代
初
期
の
京
都
に
お
い
て
幕
府
の

窓
口
の
役
割
を
果
た
し
、
朝
幕
関
係
に
お

い
て
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

能
保
の
室
は
鎌
倉
幕
府
初
代
将
軍
源
頼
朝

の
同
母
妹
で
、
そ
の
娘
と
婚
姻
し
た
公
経

は
鎌
倉
幕
府
将
軍
と
縁
戚
関
係
に
な
っ
た
。

公
経
と
全
子
の
婚
姻
の
時
期
は
定
か
で
は

な
い
が
、
子
息
の
誕
生
し
た
年
な
ど
を
勘

【
地
図
①
】
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四

案
し
て
、
建
久
年
間
頃
（
一
一
九
〇
〜
九
八
）
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
一
条
能
保
、

嫡
男
高
能
が
相
次
い
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
、
公
経
は
公
武
間
の
交
渉
を
担
当
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

こ
の
頃
の
西
園
寺
家
は
、
一
条
・
五
条
・
六
条
の
あ
た
り
に
邸
宅
を
有
し
て
い

た
、
も
し
く
は
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
な
お
藤
原
定
家
は
、
室
が

実
宗
娘
で
西
園
寺
家
と
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
日
記
で
あ
る
『
明
月

記
』
に
は
実
宗
・
公
経
が
頻
繁
に
登
場
し
、
西
園
寺
家
の
邸
宅
へ
出
か
け
る
記
事

が
散
見
し
て
い
る
。

（
1
）
一
条
第

ま
ず
、
公
経
の
居
所
と
し
て
み
え
る
の
が
、
一
条
第
で
あ
る
。
一
条
第
は
も
と

も
と
一
条
能
保
の
邸
宅
で
、
公
経
と
一
条
能
保
の
娘
全
子
の
婚
姻
に
よ
り
、
公
経

は
一
条
第
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
明
月
記
』
建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）

十
月
二
十
二
日
条
に
は
、　

向
二
中（
公
経
）

納
言
許
一
〈
五
条
坊
門
西
洞
院
、
自
二
一
昨
日
一
被
レ
渡
。
本
所
造
作
〉。

と
あ
り
、
公
経
は
本
所
の
造
作
の
た
め
、
五
条
坊
門
西
洞
院
に
渡
っ
た
と
あ
る
。

こ
の
本
所
は
、『
明
月
記
』
承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）
正
月
三
日
条
に
、「
黄（
公
経
）門
一

条
新
亭
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
造
作
中
だ
っ
た
本
所
が
一
条
第
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
公
経
は
一
条
第
を
本
所
、
つ
ま
り
本
邸
と
し
て
使
用
し
て
い
た
。

公
経
が
一
条
能
保
の
女
婿
と
な
っ
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
、
建
久
二
年

（
一
一
九
一
）
に
九
条
兼
実
の
息
良
経
も
一
条
能
保
の
女
婿
と
な
り
、
一
条
第
に

入
っ
て
い
る
（『
玉
葉
』
同
年
六
月
二
十
五
日
条
）。
公
経
が
一
条
能
保
の
娘
と
婚

姻
後
、
一
条
第
に
入
り
本
所
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
良
経
が
他
所
に
移
り
住
ん

だ
後
、
公
経
が
一
条
第
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る（
10
）。

（
2
）
五
条
大
宮
第

次
に
、
五
条
大
宮
第
で
あ
る
。
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
に
実
宗
が
内
大
臣
に

就
任
す
る
と
大
臣
拝
賀
が
行
わ
れ
、
そ
の
出
立
場
所
と
し
て
み
え
る
の
が
、「
五

条
大
宮
新
亭
」
で
あ
る
（『
明
月
記
』
同
年
十
二
月
九
日
条
）。
拝
賀
は
、
任
官
・

叙
位
に
際
し
て
各
所
に
礼
を
申
す
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
承
元
二
年
（
一
二
一
〇
）
閏
四
月
十
五
日
に
京
都
で
火
災
が
起
き
た
際

に
は
、
焼
失
し
た
邸
宅
の
中
に
「
大（

公

経

）

宮
大
納
言
〈
五
条
大
宮
新
所
、
不
レ
造
畢
〉」

（『
明
月
記
』
同
日
条
）
が
見
え
、
新
造
途
中
に
焼
失
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
、
五
条
大
宮
第
が
公
経
の
邸
宅
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
建
永
元
年

（
一
二
〇
六
）に
実
宗
が
出
家
を
し
、そ
の
際
に
公
経
に
譲
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

五
条
大
宮
第
は
、
こ
の
焼
失
以
後
史
料
に
現
れ
な
く
な
る（
11
）。

（
3
）
六
条
坊
門
坊
城
第

そ
し
て
、
実
宗
が
居
住
し
て
い
た
六
条
坊
門
坊
城
第
で
あ
る
。『
明
月
記
』
建

仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
十
二
月
二
日
条
に
は
、

京
有
レ
火
。
以
二
長
房
一
頻
被
レ
尋
、六
条
坊
門
坊
城
、西
風
利
赴
来
云
々
。【
中

略
】
小
町
（
マ
マ
）左
衛
門
尉
信
広
為
御
使
参
二
二
条
殿
一
。
帰
参
云
、
大（

実

宗

）

宮
大
納
言

家
焼
了
。
火
二―
付
宰（

公

経

）

相
中
将
宅
一
之
間
、
帰
参
者
。
此
間
火
滅
了
。

と
あ
り
、
実
宗
の
所
有
が
確
認
で
き
る
。
焼
失
後
は
再
建
さ
れ
た
よ
う
で
、
実
宗

は
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
に
こ
の
邸
宅
で
没
し
（『
明
月
記
』
同
年
十
二
月
八

日
条
）、
翌
年
に
か
け
て
た
び
た
び
仏
事
が
営
ま
れ
て
い
る
（『
明
月
記
』
建
保
元

年〈
一
二
一
三
〉正
月
十
日
条
な
ど
）。
さ
ら
に
、公
経
は
、寛
喜
元
年（
一
二
二
九
）

に
実
宗
の
墓
所
を
嵯
峨
か
ら
六
条
坊
城
の
寝
殿
に
移
し
、
そ
こ
に
三
昧
堂
を
立
て

て
い
る（『
明
月
記
』同
年
六
月
二
十
九
日
条
）。
西
園
寺
家
の
家
名
の
由
来
と
な
っ
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た
西
園
寺
が
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
に
北
山
に
建
立
さ
れ
る
と
、
実
宗
の
命
日

に
行
わ
れ
る
八
講
は
同
寺
で
行
わ
れ
て
い
る（『
明
月
記
』嘉
禄
二
年〈
一
二
二
六
〉

十
二
月
十
日
条
）。

二　

公
経
期
（
承
久
の
乱
以
後
）

こ
こ
で
は
、
承
久
の
乱
の
直
後
か
ら
公
経
が
没
す
る
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）

ま
で
を
扱
う
。

承
久
三
年
（
一
二
二
一
）、
後
鳥
羽
上
皇
が
執
権
北
条
義
時
追
討
を
命
じ
た
。

承
久
の
乱
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
公
経
・
実
氏
父
子
は
公
然
と
幕
府
方
の
立
場
を

表
明
し
た
た
め
、
後
鳥
羽
上
皇
方
の
尊
長
に
よ
っ
て
弓
場
殿
に
召
籠
ら
れ
て
い
る

（『
吾
妻
鏡
』
同
年
五
月
十
九
日
条
）。
そ
の
後
、
乱
は
幕
府
方
の
勝
利
と
な
り
、

上
洛
を
果
た
し
た
北
条
泰
時
の
も
と
に
、
公
経
の
使
と
し
て
三
善
長
衡
が
訪
れ
て

い
る
（『
吾
妻
鏡
』
同
年
六
月
十
四
日
条
）。
そ
こ
で
は
、

右
幕
下
使
長
衡
来
二
此
所
一
云
、
迄
二
何
所
一
有
レ
渡
乎
可
レ
奉
レ
見
由
、
有
二
幕
下

命
一
云
々
。【
中
略
】
則
以
二
南
条
七
郎
一
付
二
長
衡
一
。
遣
二
幕
下
之
許
一
、
可

レ
警
二―
固
其
亭
一
之
旨
、
示
付
云
々
。

と
あ
り
、
泰
時
が
公
経
の
邸
宅
の
警
固
を
命
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ど
の
邸
宅
を

警
護
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
承
久
の
乱
後
、
公
経
は
幕
府
の
推
挙
を
得
て
内

大
臣
に
、
翌
年
に
は
太
政
大
臣
に
就
任
し
、
公
家
政
権
内
で
大
き
な
力
を
握
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
に
公
経
は
、
娘
掄
子
と
九
条
道

家
と
の
間
に
生
ま
れ
た

子
（
の
ち
の
藻
壁
門
院
）
を
後
堀
河
天
皇
に
入
内
さ
せ
、

寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
に
は
秀
仁
親
王
（
の
ち
の
四
条
天
皇
）
が
誕
生
し
て
い

る
（【
系
図
②
】
参
照
）。

1　

一
条
第
か
ら
今
出
川
第
へ

一
条
能
保
の
娘
と
婚
姻
後
、
長
ら
く
公
経
が
本
所
と
し
て
い
た
一
条
第
は
、
承

久
の
乱
後
間
も
な
く
放
火
に
よ
り
焼
失
し
て
い
る
（『
百
練
抄
』
承
久
三
年

〈
一
二
二
一
〉
十
月
一
日
条
）。
一
条
第
が
焼
失
し
た
翌
月
に
公
経
は
内
大
臣
に
就

任
し
た
が
、
大
饗
を
行
う
は
ず
で
あ
っ
た
一
条
第
が
焼
失
し
て
い
る
た
め
、
大
饗

は
九
条
道
家
の
邸
宅
で
行
わ
れ
た
（『
承
久
記
』
下
）。
大
臣
大
饗
は
、
任
大
臣
儀

の
後
、
即
日
行
わ
れ
る
も
の
で
、
寝
殿
南
広
廂
を
饗
宴
の
場
と
し
た
の
で
、「
廂

の
大
饗
」
と
も
呼
ば
れ
る（
12
）。
大
臣
大
饗
が
行
わ
れ
る
の
は
、
大
臣
第
か
本
家

の
邸
宅
で
あ
る
。
摂
関
家
で
は
、
東
三
条
殿
で
行
わ
れ
て
い
る（
13
）。
公
経
は
貞

応
元
年
（
一
二
二
二
）
に
太
政
大
臣
に
就
任
す
る
が
、
そ
の
宣
旨
を
受
け
た
の
は

一
条
第
で
あ
っ
た
。
一
条
第
は
焼
失
後
間
も
な
く
再
建
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
、
西
園
寺
家
が
儀
式
な
ど
重
要
な
行
事
を
執
り
行
う
邸
宅
は
一
条
第
と

考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

公
経
は
、
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）、
新
た
に
今
出
川
第
を
造
営
し
た
。
以
後
、

公
経
の
居
住
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
十
二

月
十
四
日
条
に
は
「
夜
前
移
二―
徙
其
東
隣
新
亭
一
云
々
」
と
あ
り
、
今
出
川
第
は

一
条
第
の
東
隣
に
新
造
さ
れ
た
。
今
出
川
第
の
造
営
が
成
る
と
、
公
経
は
今
出
川

第
に
居
を
移
し
て
い
る
。
今
出
川
第
は
、
鎌
倉
時
代
を
通
し
て
西
園
寺
家
が
所
有

し
、西
園
寺
家
が
所
有
し
た
邸
宅
の
な
か
で
も
、特
に
重
要
な
邸
宅
と
な
っ
て
い
っ

た
。
ま
た
、
川
上
貢
は
、
今
出
川
第
の
造
営
の
契
機
と
し
て
、
一
条
第
に
九
条
道

家
・
教
実
父
子
が
占
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る（
14
）。
九
条
道
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家
は
公
経
の
女
婿
に
あ
た
り
、
承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
に
婚
姻
し
て
い
る
。
教

実
は
公
経
の
孫
に
あ
た
る
。
こ
れ
以
後
、
西
園
寺
家
の
一
条
第
の
一
時
的
な
使
用

は
み
ら
れ
る
が
、
今
出
川
第
を
主
た
る
邸
宅
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

く
。

2　

北
山
第
（
西
園
寺
）
の
造
営

次
に
、
西
園
寺
家
の
家
名
の
由
来
と
な
っ
た
西
園
寺
を
含
む
邸
宅
で
あ
る
北
山

第
を
み
て
ゆ
き
た
い
。
北
山
第
は
、
仲
資
王
の
別
業
を
公
経
が
荘
園
と
交
換
し
て

造
営
さ
れ
た
（
承
久
二
年
〈
一
二
二
〇
〉
十
一
月
十
九
日
「
西
園
寺
公
経
相
博
状

案
」〈
山
城
大
徳
寺
文
書
。『
鎌
倉
遺
文
』
二
六
七
二
〉）。
西
園
寺
は
元
仁
元
年

（
一
二
二
四
）
十
二
月
に
建
立
さ
れ
、
北
白
河
院
な
ど
が
臨
席
し
て
御
堂
供
養
が

行
わ
れ
た
。
藤
原
道
長
が
建
立
し
た
法
成
寺
に
も
劣
ら
な
い
と
称
さ
れ
る
立
派
な

も
の
で
あ
っ
た
（『
増
鏡
』「
内
野
の
雪
」）。

そ
の
よ
う
な
北
山
第
を
公
経
が
ど
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
た
の
か
を
具
体
的
に

み
て
ゆ
く
。
例
え
ば
、『
増
鏡
』に
は
、公
経
は
北
の
寝
殿
に
居
住
し
た
と
あ
る（「
内

野
の
雪
」）
よ
う
に
、
居
所
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目

し
て
お
き
た
い
の
が
、
西
園
寺
は
一
時
的
に
滞
在
す
る
邸
宅
で
あ
り
、
常
住
す
る

よ
う
な
性
格
の
邸
宅
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
赤
松
俊
秀
の
指
摘
で
あ
る（
15
）。
例

え
ば
、
公
経
は
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
八
月
二
十
九
日
に
北
山
第
で
没
し
て
い

る
。
公
経
が
没
す
る
直
前
の
記
録
に
、「
相
国
禅
門
所
労
依
二
危
急
一
、
移
二―
住
北

山
一
云
々
」（『
平
戸
記
』
同
年
八
月
二
十
五
日
条
）
と
あ
り
、
最
期
を
迎
え
る
場

所
と
し
て
他
所
か
ら
北
山
第
に
移
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
公
経
が
体
調
を
崩
し
た

同
年
七
月
に
も
北
山
第
内
の
西
園
寺
に
渡
り
、
回
復
す
る
と
他
の
邸
宅
に
移
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、北
山
第
に
は
一
時
的
に
し
か
滞
在
し
て
い
な
か
っ
た（『
平
戸
記
』

同
年
同
月
六
日
条
）。

ま
た
、
西
園
寺
で
は
実
宗
の
命
日
で
あ
る
十
二
月
八
日
に
は
八
講
が
行
わ
れ
、

嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
か
ら
実
施
が
確
認
で
き
る
。
以
後
、
歴
代
の
西
園
寺
家

当
主
の
命
日
に
は
、
八
講
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（
16
）。
公
経
の
段
階

で
北
山
殿
は
、
遊
興
の
場
と
し
て
一
時
的
に
滞
在
し
た
り
、
仏
事
を
行
っ
た
り
す

る
空
間
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
遊
興
の
場
で
あ
っ
た
北
山
第
に
訪

れ
た
人
物
に
は
、
公
経
と
縁
戚
関
係
に
あ
る
摂
関
家
や
、
天
皇
・
院
・
女
院
な
ど

も
い
た（
17
）。

3　

冷
泉
富
小
路
第
の
造
営

西
園
寺
家
の
邸
宅
の
中
で
、
両
統
迭
立
期
に
は
持
明
院
統
の
本
所
と
な
る
冷
泉

富
小
路
第
が
造
営
さ
れ
た
の
も
公
経
期
で
あ
る
。
冷
泉
富
小
路
第
は
、
冷
泉
小
路

の
南
、
富
小
路
の
東
に
あ
り
、
ほ
ぼ
一
町
を
占
め
て
い
た
と
さ
れ
る
。『
五
代
帝

王
物
語
』
に
よ
る
と
、

閑
院
は
宝
治
三
年
〈
建
長
元
〉
二
月
一
日
炎
上
あ
り
し
か
ば
、富
小
路
殿
〈
冷

泉
富
小
路
〉
内
裏
に
な
る
。
こ
の
御
所
は
小
川
の
右
衛
門
督
入
道
親
兼
が
家

に
て
あ
り
し
を
、
北（

実

氏

）

山
大
相
国
の
殿
成
て
、
今
皇
居
と
は
な
れ
り
。

と
あ
り
、
冷
泉
富
小
路
第
の
あ
っ
た
土
地
は
も
と
も
と
小
川
右
衛
門
督
入
道
親
兼

が
所
有
し
て
い
た
が
、西
園
寺
家
が
所
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、

こ
れ
以
上
の
経
緯
は
分
か
ら
な
い（
18
）。

冷
泉
富
小
路
第
は
、
初
見
は
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
に
み
え
る
「
右（

実
氏
）

大
将
冷

泉
亭
」
で
あ
る
（『
明
月
記
』
同
年
十
二
月
二
十
九
日
条
）。
以
後
、
実
氏
の
邸
宅
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七

と
し
て
み
え
る
よ
う
に
な
る
。
冷
泉
富
小
路
第
が
造
営
さ
れ
た
の
は
、
公
経
期
に

分
類
さ
れ
る
が
、
実
際
に
居
住
し
て
い
た
の
は
、
公
経
の
子
の
実
氏
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、『
民
経
記
』
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
七
月
十
二
日
条
に
み
え
る
後
堀

河
が
行
幸
し
た
際
に
は
、

内（
実
氏
）府
種
々
経
営
云
々
。
構
二―
作
泉
一
、如
二
曾
利
橋
一
渡
レ
之
、毎
事
餝
レ
之
云
々
。

と
あ
り
、
実
氏
が
中
心
と
な
っ
て
準
備
に
あ
た
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
年
に
、

実
氏
が
内
大
臣
に
就
任
し
た
際
に
任
大
臣
節
会
の
大
饗
が
行
わ
れ
、
大
臣
拝
賀
の

出
立
場
所
も
冷
泉
富
小
路
第
で
あ
っ
た
（『
民
経
記
』
同
年
五
月
四
日
条
）。

こ
の
頃
か
ら
、院
御
所
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
た
。
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）

十
月
十
四
日
に
後
堀
河
が
譲
位
し
、
四
条
が
践
祚
し
た
際
に
は
、
冷
泉
富
小
路
第

は
院
御
所
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
実
氏
は
院
執
事
に
補
任
さ
れ
た
。
自

身
の
邸
宅
を
後
堀
河
の
院
御
所
に
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
実
氏
は
、

向
二
内（
実
氏
）府
亭
〈
今
出
川
〉、
相（

公

経

）

国
禅
門
許
一
云
々
。

と
あ
り
、譲
位
の
直
前
に
公
経
が
常
住
し
て
い
た
今
出
川
第
に
移
っ
て
い
る
（『
民

経
記
』
貞
永
元
年
〈
一
二
三
二
〉
十
月
八
日
条
）。
こ
の
冷
泉
富
小
路
第
は
、
実

氏
が
居
住
し
た
ほ
か
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
に
実
氏
娘
の

子
（
の
ち
の
大

宮
院
）
が
入
内
し
た
際
に
は
彼
女
の
出
立
場
所
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
公
経
は
わ

ざ
わ
ざ
同
所
に
出
向
い
て
、

子
の
出
立
を
見
届
け
て
い
る
（『
民
経
記
』
同
年

六
月
三
日
条
）。
鎌
倉
時
代
前
期
の
西
園
寺
家
の
邸
宅
に
つ
い
て
赤
松
俊
秀
は
、

西
園
寺
家
は
一
条
第
・
今
出
川
第
を
生
活
の
根
拠
と
し
て
い
た
と
す
る（
19
）。
し

か
し
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
公
経
は
本
所
を
一
条
第
か
ら
今
出
川
第
に
移

し
、
実
氏
の
本
所
は
冷
泉
富
小
路
第
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

三　

実
氏
期　

次
に
実
氏
期
を
み
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
対
象
と
す
る
時
代
は
、
公
経
が
没
し
た
寛

元
二
年
（
一
二
四
四
）
か
ら
実
氏
が
没
す
る
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
で
あ
る
。

こ
の
頃
の
西
園
寺
家
は
、
実
氏
の
娘
の

子
が
後
嵯
峨
の
中
宮
と
な
り
、
寛
元
元

年
（
一
二
四
三
）
に
後
深
草
が
誕
生
、
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
に
後
深
草
が
即

位
す
る
と
、
外
戚
の
地
位
を
得
て
い
る
。
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
に
は

子
に

亀
山
が
誕
生
し
、
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
に
即
位
し
て
お
り
、
西
園
寺
家
は
二

代
続
け
て
外
戚
と
な
っ
た（【
系
図
②
】参
照
）。
さ
ら
に
、康
元
元
年（
一
二
五
六
）

に
は
、
実
氏
は
娘
の
公
子
（
の
ち
の
東
二
条
院
）
を
後
深
草
の
中
宮
に
立
て
る
こ

と
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
、
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
の
宮
騒
動
で
九
条
道
家

が
失
脚
す
る
と
、
実
氏
は
関
東
申
次
に
補
任
さ
れ
、
こ
れ
よ
り
後
、
関
東
申
次
は

西
園
寺
家
が
世
襲
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
邸
宅
は
と
い
う
と
、
公
経
が
造
営
し
た

邸
宅
・
別
業
の
ほ
と
ん
ど
が
、
実
氏
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

1　

冷
泉
富
小
路
第

ま
ず
、
公
経
期
に
実
氏
が
本
所
と
し
て
い
た
冷
泉
富
小
路
殿
だ
が
、
実
氏
期
に

な
る
と
里
内
裏
・
院
御
所
へ
変
貌
し
て
い
る
。
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
に
後
深

草
が
践
祚
し
た
が
、
践
祚
し
た
場
所
と
い
う
の
が
冷
泉
富
小
路
第
で
あ
る
。『
葉

黄
記
』
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
正
月
九
日
条
に
は
、

今
夜
東（
久
仁
）宮
行
二―
啓
前（
実
氏
）

右
府
冷
泉
第
一
、
重
事
一
定
之
間
、
且
節
分
御
方
違
為
二

用
意
一
、
且
又
於
二
彼
第
一
可
レ
有
二
受
禅
一
之
故
云
々
。

と
あ
り
、
久
仁
、
の
ち
の
後
深
草
は
わ
ざ
わ
ざ
冷
泉
富
小
路
第
に
移
っ
て
い
る
。
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八

以
後
、
亀
山
・
伏
見
・
後
伏
見
・
後
醍
醐
も
同
邸
宅
で
践
祚
し
て
い
る
。
ま
た
、

閑
院
内
裏
が
火
災
に
遭
っ
た
際
に
は
、
二
度
に
わ
た
り
後
深
草
の
居
所
と
な
っ
て

い
る
。
一
度
目
の
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
の
火
災
の
際
は
『
岡
屋
関
白
記
』
同

年
二
月
一
日
条
に
、

伝
二
上（
後
深
草
）皇一
仰
曰
、
早
只
可
レ
幸
二
前（
実
氏
）

相
国
冷
泉
第
一
者
。
即
進
二
御
輿
一
。
此

間
前
太
政
大
臣
馳
参
〈
騎
馬
、
自
二
北
山
一
参
云
々
〉。

と
あ
る
よ
う
に
、
後
深
草
は
冷
泉
富
小
路
殿
に
移
っ
て
い
る
。
な
お
、
閑
院
内
裏

の
再
建
が
成
り
、
後
深
草
が
閑
院
に
移
る
と
、
実
氏
が
冷
泉
富
小
路
第
を
使
用
し

て
い
る
。
ま
た
、
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
に
冷
泉
富
小
路
殿
は
焼
亡
す
る
が
再

建
さ
れ
た
。
実
氏
の
没
後
は
娘
で
後
深
草
の
中
宮
と
な
っ
た
東
二
条
院
に
譲
ら
れ

た
後
、
持
明
院
統
の
院
御
所
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

2　

常
盤
井
第

冷
泉
富
小
路
第
が
院
御
所
と
し
て
常
態
化
す
る
と
、
実
氏
は
新
し
い
邸
宅
を
造

営
し
て
い
る
。
常
盤
井
第
で
あ
る
。
実
氏
が
出
家
後
に
「
常
盤
井
入
道
」
と
称
さ

れ
る
由
縁
と
な
っ
た
邸
宅
で
も
あ
る
。
関
東
申
次
を
務
め
る
実
氏
が
居
住
し
た
常

盤
井
第
で
は
、
鎌
倉
幕
府
か
ら
の
使
者
（
東
使
）
と
対
面
し
、
幕
府
か
ら
の
連
絡

を
う
け
る
場
と
も
な
っ
て
い
た
（『
新
抄
』
文
永
三
年
〈
一
二
六
六
〉
七
月

二
十
二
日
条〈『
続
史
籍
集
覧
』所
収
〉、『
深
心
院
関
白
記
』同
年
十
一
月
七
日
条
）。

常
盤
井
第
の
建
築
に
つ
い
て
考
察
し
た
川
上
貢
は
、
常
盤
井
第
は
文
応
元
年

（
一
二
六
〇
）
以
前
に
成
立
し
た
と
す
る
。
管
見
の
限
り
常
盤
井
第
の
初
見
は
、

寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）
に
後
嵯
峨
が
方
違
の
た
め
御
幸
し
た
記
事
で
あ
り
（『
葉

黄
記
』
同
年
四
月
十
七
日
条
）、
常
盤
井
殿
は
文
応
元
年
よ
り
も
だ
い
ぶ
前
か
ら

【
系
図
②
】
＊
○
数
字
は
、
即
位
順　
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建
造
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、『
葉
黄
記
』
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
八
月
八
日
条
に
は
、

御
二―
幸
前（
実
氏
）

相
国
京
極
第
一
〈
大
炊
御
門
京
極
、号
二
常
盤
井
一
、是
京
極
殿
跡
也
。

院
御
領
也
。
後
院
奉
行
之
時
、
被
レ
領
レ
之
。
此
地
有
レ
泉
〉。
被
レ
結
二―
構
水

閣
等
一
云
々
。

と
あ
り
、
常
盤
井
第
は
実
氏
が
後
院
別
当
を
務
め
て
い
た
と
き
に
得
た
も
の
で
、

京
極
第
の
跡
地
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る（
20
）。

3　

今
出
川
第

次
に
、
公
経
が
本
所
と
し
て
い
た
今
出
川
第
で
あ
る
。
公
経
の
跡
を
継
い
だ
実

氏
は
冷
泉
富
小
路
第
や
常
磐
井
第
に
居
住
し
て
お
り
、
今
出
川
に
居
住
し
て
い
る

期
間
は
短
い
。
し
か
し
、
今
出
川
第
が
西
園
寺
家
の
嫡
流
に
継
承
さ
れ
る
邸
宅
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
出
川
第
が
実
氏
に
も
継
承
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
る
。
そ
の
後
、『
深
心
院
関
白
記
』
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
二
月
五
日
条
に
は
、

「
被
渡
右（
公
相
）府
第
〈
今
出
川
〉」
と
あ
り
、
実
氏
の
子
の
公
相
の
居
住
も
確
認
で
き
、

公
相
の
主
た
る
邸
宅
と
な
っ
て
い
た
。
今
出
川
第
は
、
公
経
か
ら
実
氏
、
公
相
へ

と
西
園
寺
家
嫡
流
に
相
伝
さ
れ
る
邸
宅
と
い
う
性
質
を
帯
び
る
よ
う
に
な
り
、
西

園
寺
家
の
本
邸
と
い
う
位
置
づ
け
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
時
期
の
今
出
川
第
で
注
目
す
べ
き
は
、
実
氏
の
娘
で
後
嵯
峨
の
中
宮
と

な
っ
た
大
宮
院
の
産
所
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
宮
院
は
、
寛
元
元
年

（
一
二
四
二
）
に
今
出
川
第
で
後
深
草
を
産
ん
で
い
る
。
そ
の
後
も
、
宝
治
元
年

（
一
二
四
七
）
と
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
に
産
所
と
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
（『
葉
黄
記
』
宝
治
元
年
七
月
二
十
二
日
条
、『
百
練
抄
』
建
長
六

年
四
月
二
十
四
日
条
）。
大
宮
院
の
例
が
先
例
と
な
り
、
西
園
寺
家
出
身
の
后
妃
・

女
院
が
、今
出
川
第
を
産
所
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た（
21
）。
さ
ら
に
、上
皇
や
天
皇
、

西
園
寺
家
出
身
の
后
妃
や
女
院
が
度
々
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

4　

北
山
第

北
山
第
は
、
公
経
期
と
同
様
に
、
天
皇
・
院
・
女
院
の
行
幸
・
御
幸
が
頻
繁
に

行
わ
れ
て
い
る
。
西
園
寺
家
出
身
の
后
妃
や
後
深
草
・
亀
山
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、

仏
事
も
頻
繁
に
行
わ
れ
、
実
宗
や
公
経
の
命
日
に
行
わ
れ
る
八
講
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
三
月
三
日
か
ら
五
日
に

か
け
て
、
大
宮
院
が
西
園
寺
で
行
っ
た
一
切
経
供
養
で
あ
る
（『
百
練
抄
』）。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、『
増
鏡
』
に
み
え
る
ほ
か
、
宮
内
庁
書
陵
部
が
所
蔵
す
る
「
西

園
寺
亭
一
切
経
供
養
并
後
宴
等
記
」
に
も
、
そ
の
様
子
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い

る（
22
）。
西
園
寺
家
の
仏
事
を
行
う
空
間
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。
西

園
寺
家
当
主
も
頻
繁
に
北
山
第
を
訪
れ
て
い
る
。

四　

実
兼
期　

こ
こ
で
は
、
実
氏
が
没
し
た
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
か
ら
、
実
兼
が
没
す
る

元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
ま
で
を
考
察
す
る
。
実
兼
の
父
公
相
が
文
永
四
年

（
一
二
六
七
）
に
、
祖
父
で
あ
る
実
氏
も
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
に
没
す
る
と
、

実
兼
が
跡
を
継
い
だ
。両
統
迭
立
期
に
あ
っ
て
皇
位
決
定
権
が
幕
府
に
あ
る
中
で
、

幕
府
と
朝
廷
の
折
衝
を
担
当
す
る
関
東
申
次
は
、
皇
位
継
承
問
題
に
深
く
関
与
し

て
い
た
。
森
茂
暁
氏
は
、
同
問
題
に
対
し
て
関
東
申
次
が
相
当
の
発
言
力
を
有
し
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て
い
た
こ
と
か
ら
、
実
兼
が
歴
代
関
東
申
次
の
中
で
、
最
も
権
勢
を
ふ
る
っ
た
と

す
る（
23
）。
実
兼
の
邸
宅
に
つ
い
て
も
、
実
氏
が
公
経
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
邸
宅
を

継
承
し
た
の
と
同
様
で
、
実
氏
か
ら
今
出
川
第
や
北
山
第
、
別
業
な
ど
を
受
け
継

い
で
い
る
。

1　

今
出
川
第

ま
ず
、
今
出
川
第
で
あ
る
。
実
兼
は
今
出
川
第
を
継
承
し
、
本
所
と
し
て
い
た
。

実
兼
は
今
出
川
第
で
鎌
倉
幕
府
か
ら
の
使
者
と
対
面
す
る
な
ど
（『
実
躬
卿
記
』

弘
安
六
年
〈
一
二
八
三
〉
七
月
二
日
条
な
ど
）、関
東
申
次
と
し
て
の
職
務
を
行
っ

て
い
た
。
ま
た
、
実
兼
は
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
に
内
大
臣
に
就
任
す
る
と
、

大
臣
大
饗
を
今
出
川
殿
で
行
っ
て
い
る
。そ
し
て
、実
兼
は
正
安
元
年（
一
二
九
九
）

に
出
家
す
る
と
北
山
第
に
居
住
し
、
今
出
川
第
に
は
実
兼
の
子
の
公
衡
が
居
住
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
公
衡
は
実
兼
が
居
住
し
て
い
た
段
階
か
ら
今
出
川
に
居
住
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
公
衡
は
、
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
に
父
実
兼

に
先
に
立
っ
て
没
し
て
い
る
。
今
出
川
第
は
、
実
兼
・
公
衡
が
居
住
し
た
ほ
か
に
、

天
皇
・
院
・
女
院
な
ど
の
御
幸
・
行
幸
も
頻
繁
に
み
ら
れ
た
。

2　

常
盤
井
第

実
氏
が
晩
年
に
居
住
し
た
常
盤
井
第
も
、
実
兼
に
譲
ら
れ
た
。『
為
氏
卿
記
』

文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
十
一
月
十
二
日
条
（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
第
六
十
一

巻　

古
記
録
集
』
所
収
）
に
は
、

常
磐
（
マ
マ
）井
左（

実

兼

）

衛
門
督
亭
也
、
只
独
身
焼
了
。

と
、
実
氏
が
没
し
た
翌
年
に
は
常
盤
井
第
が
実
兼
の
所
有
と
認
知
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
常
盤
井
第
は
そ
の
後
再
建
さ
れ
、
実
兼
か
ら
大
宮
院
へ
と
譲
ら
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
大
宮
院
の
後
は
、
亀
山
、
後
宇
多
、
恒
明
親
王
へ
と
伝

領
さ
れ
て
い
っ
た
。
な
お
、常
盤
井
第
の
最
後
の
所
有
者
と
な
っ
た
恒
明
親
王
は
、

亀
山
の
皇
子
で
、
母
が
実
兼
娘
の
昭
訓
門
院
と
い
う
関
係
か
ら
譲
ら
れ
て
い
る
。

常
盤
井
第
は
実
氏
期
に
里
内
裏
・
院
御
所
と
し
て
の
使
用
は
み
ら
れ
な
か
っ
た

が
、
実
兼
期
に
入
っ
て
里
内
裏
・
院
御
所
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
弘

安
元
年
（
一
二
七
八
）
閏
十
月
十
三
日
、
常
盤
井
第
に
御
幸
し
た
亀
山
は
、
し
ば

ら
く
の
間
仙
洞
と
し
て
い
る
（『
勘
仲
記
』
同
日
条
）。
近
藤
成
一
氏
の
指
摘
に
よ

る
と
、
後
深
草
・
伏
見
・
後
伏
見
・
後
宇
多
・
花
園
が
御
所
と
し
て
常
盤
井
第
を

使
用
し
て
い
る
が
、
長
期
的
で
は
な
く
短
期
的
な
も
の
と
す
る（
24
）。
こ
の
指
摘

か
ら
、
常
盤
井
第
は
他
の
御
所
な
ど
の
補
助
的
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

常
盤
井
第
が
院
御
所
な
ど
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
西
園
寺
家
も

使
用
し
て
い
た
。
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
に
は
、「
自
二
今
日
一
移
二―
住
常
磐
井

殿
一
」
と
あ
り
、公
衡
の
居
住
が
み
ら
れ
た
（『
公
衡
公
記
』
同
年
四
月
十
三
日
条
）。

さ
ら
に
、
同
年
に
は
、「
於
二
常
盤
井
殿
一
毎
度
病
惱
之
上
、
今
度
又
自
二
去
月

十
六
日
一
于
今
平
臥
之
間
似
レ
有
二
子
細
一
、
仍
渡
二
他
所
一
」（『
同
』
同
年
五
月
十

日
条
）
と
あ
り
、
公
衡
の
常
盤
井
第
居
住
は
一
時
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
な
お
、

公
衡
は
同
年
九
月
に
没
し
て
い
る
。

常
盤
井
第
は
、
実
兼
期
に
入
り
度
々
火
災
に
遭
っ
て
い
る
。
確
認
で
き
る
だ
け

で
も
、
前
掲
の
文
永
七
年
の
ほ
か
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）、
弘
安
五
年

（
一
二
八
二
）、
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
の
四
回
で
あ
る
。
火
災
に
遭
う
と
そ
の

都
度
再
建
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
建
治
三
年
に
焼
失
し
た
際
に
は
西
園
寺
家
に
伺
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候
す
る
家
人
の
橘
知
嗣
に
再
建
が
任
さ
れ（
25
）、
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
に
完

成
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
常
盤
井
第
は
焼
失
と
再
建
を
繰
り
返
し
た
が
、
正
慶
三
・

延
元
元
年
（
一
三
三
六
）
正
月
十
日
に
焼
失
す
る
と
、再
建
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。

3　

北
山
第

公
経
・
実
氏
期
と
も
に
北
山
第
の
用
途
に
変
化
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
実
兼

期
に
入
り
北
山
第
の
用
途
が
変
化
し
て
い
る
。
実
兼
は
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）

に
出
家
す
る
と
、北
山
第
に
居
住
し
た（『
花
園
天
皇
日
記
』元
亨
二
年〈
一
三
二
二
〉

九
月
十
日
条
）。
赤
松
俊
秀
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
北
山
第
は
別
業
か
ら
本
邸
に

昇
格
し
た
と
す
る（
26
）。
そ
の
理
由
と
し
て
、
鎌
倉
幕
府
か
ら
の
使
者
で
あ
る
東

使
が
、
北
山
殿
の
実
兼
を
訪
れ
た
こ
と
を
あ
げ
る
。
し
か
し
、
東
使
は
西
園
寺
の

正
邸
と
い
う
よ
り
も
関
東
申
次
の
居
所
に
赴
い
て
お
り
、
実
兼
が
居
住
し
て
い
た

常
盤
井
第
や
今
出
川
第
に
東
使
が
赴
く
例
が
み
ら
れ
（『
実
躬
卿
記
』
弘
安
十
年

〈
一
二
八
七
〉
十
月
十
二
日
条
、
正
応
五
年
〈
一
二
九
一
〉
四
月
十
四
日
条
）、
東

使
は
北
山
第
だ
け
に
赴
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。東
使
が
北
山
第
に
赴
い
た
の
は
、

実
兼
が
関
東
申
次
に
再
任
し
た
際
に
居
住
し
て
い
た
の
が
北
山
第
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
赤
松
が
こ
の
よ
う
に
評
価
し
た
の
は
、
実
兼
が
居
住
し
諸
事
に
あ
た
っ
た

た
め
重
要
性
を
増
し
て
い
た
北
山
第
の
評
価
を
、
西
園
寺
家
の
本
邸
と
し
た
た
め

で
あ
ろ
う
。
実
兼
期
の
北
山
第
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
公
経
・
実
氏
期
に
は
な

い
特
徴
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
北
山
第
に
、遊
興
、仏
事
（
八
講
）、天
皇
・

院
・
女
院
の
行
幸
・
御
幸
の
場
の
ほ
か
、
出
家
し
た
西
園
寺
家
当
主
の
居
所
と
い

う
性
格
が
加
わ
っ
た
。

ま
た
、
北
山
第
内
に
は
、
文
庫
が
存
在
し
た
。
文
庫
に
は
家
記
や
文
書
な
ど
、

そ
の
家
の
重
要
な
文
書
が
収
め
ら
れ
て
い
た（
27
）。
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
に

公
衡
が
厄
年
に
よ
り
北
山
第
で
普
賢
延
命
法
を
修
し
た
が
（『
公
衡
公
記
』
三
月

二
十
八
日
条
）、「
大
法
事
可
二
尋
記
一
。【
中
略
】
凡
大
法
間
雑
事
文
書
・
人
〻
消

息
等
一
結
納
二
文
庫
一
、大
切
之
時
可
二
披
見
一
」と
文
庫
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
元
亨
二
年
七
月
二
十
三
日
「
西
園
寺
実
兼
置
文
案
」（
西
園
寺
家
記
録
。

『
大
日
本
史
料
』〈
六
編
二
十
五
巻
所
収
〉
正
平
十
九
年
・
貞
治
三
年
〈
一
三
六
四
〉

七
月
一
日
条
）
に
は
、「
北
山
文
庫
」
と
あ
る
。

ま
た
、
西
園
寺
家
は
琵
琶
の
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
北
山
第
で
は
天
皇

や
上
皇
な
ど
に
対
す
る
琵
琶
灌
頂
も
行
わ
れ
て
い
た
（『
啄
木
伝
授
記
』
正
応
四

年
〈
一
二
九
一
〉
八
月
二
十
八
日
条
。
図
書
寮
叢
刊
『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
』

所
収
）。

さ
ら
に
、
実
氏
の
室
准
后
貞
子
の
九
十
算
賀
が
盛
大
に
営
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
（『
北
山
准
后
九
十
賀
記
〈
実
冬
卿
記
〉』
続
群
書
類
従
雑
部
所
収
）。

4　

菊
第
（
菊
亭
）

菊
第
の
初
見
は
、
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
に
み
え
る
「
実
氏
第
」
で
あ
る
が

（『
続
史
愚
抄
』同
年
十
月
十
七
日
条
）、そ
の
後
し
ば
ら
く
史
料
上
に
は
見
え
な
い
。

正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
に
「
二
位
殿
〈
菊
第
〉」
と
あ
り
、
公
衡
母
源
顕
子
が

住
ん
で
い
た
（『
公
衡
公
記
』
正
月
二
日
条
）。
こ
の
間
、
実
兼
の
子
の
公
衡
の
使

用
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
実
兼
の
子
で
あ
る
公
顕
の
邸
宅
と
な
っ
て
い
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
元
亨
二
年
七
月
二
十
三
日
「
西
園
寺
実
兼
置
文
案
」（
西
園
寺

家
記
録
。『
大
日
本
史
料
』〈
六
編
二
十
五
巻
所
収
〉
正
平
十
九
年
・
貞
治
三
年
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四
二

〈
一
三
六
四
〉
七
月
一
日
条
）
の
中
で
、
実
兼
は
自
身
の
子
息
た
ち
の
間
で
養
子

関
係
を
結
ば
せ
て
い
る
。
実
兼
の
子
の
兼
季
を
公
顕
の
養
子
と
し
、
公
顕
の
子
の

実
顕
を
兼
季
の
養
子
と
す
る
こ
と
で
、
兼
季
・
公
顕
が
独
立
し
て
新
た
に
二
家
を

創
設
す
る
の
で
は
な
く
、
家
が
分
立
す
る
の
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
背
景

に
は
、家
の
分
立
に
よ
る
家
産
の
分
散
を
防
ぐ
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

菊
亭
を
所
有
し
て
い
た
公
顕
の
養
子
と
な
っ
た
兼
季
は
、元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）

公
顕
が
没
す
る
と
菊
亭
を
譲
ら
れ
て
い
る
（『
花
園
天
皇
日
記
』
元
亨
三
年

〈
一
三
三
三
〉
七
月
一
日
条
）。
そ
の
後
菊
亭
に
は
院
・
女
院
の
御
幸
が
頻
繁
に
行

わ
れ
、
元
亨
三
年
に
は
実
兼
の
娘
で
伏
見
の
后
で
あ
っ
た
永
福
門
院
が
一
時
的
に

御
所
と
し
て
い
た
（『
花
園
天
皇
日
記
』
同
年
十
一
月
二
十
三
日
条
）。
し
か
し
、

永
和
三
年
（
一
三
七
七
）
に
焼
失
す
る
と
再
建
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
家
名
と
し

て
菊
亭
家
が
残
る
こ
と
に
な
る
。

五　

西
園
寺
家
の
別
業

こ
こ
で
は
、「
は
じ
め
に
」
で
あ
げ
た
『
五
代
帝
王
物
語
』
に
み
え
る
よ
う
に
、

西
園
寺
家
が
各
地
に
所
有
し
た
別
業
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

1　

天
王
寺

天
王
寺
に
つ
い
て
は
、『
吾
妻
鏡
』
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
十
月
二
十
五
日

条
に
、去

二
日
、
大（

公

経

）

殿
准
后
太
政
入
道
、
為
レ
御
二―
参
天
王
寺
一
。
万
灯
会
供
養
云
々
。

と
あ
り
、
公
経
が
天
王
寺
に
参
っ
た
と
あ
る
の
み
で
、
別
荘
の
存
在
も
確
認
で
き

な
か
っ
た
。
続
い
て
実
氏
が
公
経
の
十
三
回
忌
に
あ
た
り
、
天
王
寺
安
井
辺
に
一

堂
建
立
供
養
し
た
と
あ
る（『
百
練
抄
』康
元
元
年〈
一
二
五
六
〉八
月
二
十
日
条
）。

西
園
寺
家
と
天
王
寺
の
関
係
を
示
す
史
料
は
以
上
で
、
天
王
寺
の
近
辺
の
西
園
寺

家
の
別
業
を
確
認
で
き
な
か
っ
た（
28
）。

2　

吹
田

西
園
寺
家
が
吹
田
に
有
し
た
邸
宅
に
つ
い
て
『
増
鏡
』「
内
野
の
雪
」
に
、

又
、
大
き
お
と
ど
の
津
の
国
吹
田
の
山
荘
に
も
い
と
し
ば
し
ば
お
は
し
ま
さ

せ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
御
遊
び
数
を
尽
し
、
い
か
に
せ
む
と
も
て
は
や
し
申
さ

る
。
河
に
の
ぞ
め
る
家
な
れ
ば
、
秋
ふ
か
き
月
の
さ
か
り
な
ど
は
、
こ
と
に

艶
あ
り
て
、
門
田
の
稲
の
風
に
な
び
く
気
色
、
つ
ま
と
ふ
鹿
の
声
、
衣
う
つ

砧
の
音
、
峰
の
秋
風
、
野
辺
の
松
虫
、
と
り
集
め
、
あ
は
れ
そ
ひ
た
る
所
の

様
に
、
鵜
飼
な
ど
お
ろ
さ
せ
て
、
か
が
り
火
ど
も
と
も
し
た
る
川
の
お
も
て
、

い
と
め
ず
ら
し
う
を
か
し
と
御
覧
ず
。

と
あ
り
、
建
物
が
河
に
臨
ん
で
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
邸
宅
で
公
経
は
有
馬
温
泉
の
湯
を
取
り
寄
せ
、湯
治
を
行
っ
て
い
た（『
明
月
記
』

寛
喜
三
年
〈
一
二
三
一
〉
九
月
十
五
日
条
な
ど
）。
そ
の
後
、
実
氏
・
公
相
・
実
兼
・

公
衡
も
吹
田
へ
湯
治
に
赴
い
て
お
り
（『
新
抄
』
文
永
四
年
〈
一
二
六
七
〉
九
月

二
十
六
日
条
・『
公
衡
公
記
』
正
応
二
年
〈
一
二
八
九
〉
四
月
六
日
条
な
ど
）、
西

園
寺
家
は
鎌
倉
時
代
を
通
し
て
吹
田
に
邸
宅
を
有
し
、主
に
湯
治
に
用
い
て
い
た
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
吹
田
の
別
荘
を
維
持
す
る
た
め
、
西
園
寺
家
は
家
人
を
配
し

て
経
営
を
行
っ
て
い
た
。『
明
月
記
』嘉
禎
元
年（
一
二
三
五
）正
月
九
日
条
に
は
、

暁
更
禅（
公
経
）室
被
レ
下
二―
向
河
内
国
新
開
庄
一
〈
金（
為
家
）吾
供
奉
〉、
内（
実
氏
）府
被
レ
伴
。
知
信
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四
三

営
。
明
日
帰
路
可
レ
被
レ
留
二
吹
田
一
〈
右
衛
門
尉
忠
光
又
労
〉。
明
後
日
円
妙

寺
〈
永
光
奔
営
〉。
三
ヶ
日
歓
娯
之
遊
云
々
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
、
吹
田
に
は
後
嵯
峨
や
大
宮
院
、
後
深
草
が
湯
治
の
た
め
吹
田

を
訪
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（『
岡
屋
関
白
記
』
建
長
三
年
〈
一
二
五
一
〉
閏
九
月

十
六
日
条
な
ど
）。

3　

真
木
嶋
第

西
園
寺
家
は
宇
治
真
木
嶋
（
槙
嶋
と
も
書
く
）
に
邸
宅
を
有
し
て
い
た
。
西
園

寺
家
と
真
木
嶋
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
に
上
横
手
雅
敬
氏
が
「
鎌
倉
幕
府
と
摂
関

家
」
の
な
か
で
、
真
木
嶋
第
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る（
29
）。
真
木

嶋
第
は
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
に
公
経
が
造
営
し
（『
故
一
品
宮
記
』
同
年
七

月
四
日
条
）、公
経
か
ら
実
氏
に
伝
領
さ
れ
た（『
民
経
記
』寛
元
四
年〈
一
二
四
六
〉

十
月
十
五
日
条
）。
邸
宅
の
あ
っ
た
真
木
嶋
は
、
網
野
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
瀬

戸
内
海
と
京
都
を
結
ぶ
交
通
の
要
衝
で
、
西
園
寺
家
は
真
木
嶋
を
家
領
と
し
て
戦

国
時
代
ま
で
相
伝
し
て
い
る（
30
）。
西
園
寺
家
が
真
木
嶋
に
邸
宅
を
有
し
た
背
景

に
は
、
京
都
に
通
じ
る
流
通
路
を
掌
握
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
後
嵯
峨
や
大
宮
院
は
、
た
び
た
び
真
木
嶋
第
を
訪
れ
て
い
る
（『
葉
黄
記
』

宝
治
二
年
〈
一
二
四
八
〉
七
月
二
十
四
日
条
な
ど
）。

4　

吉
田
泉
殿

西
園
寺
家
が
所
有
し
た
吉
田
泉
殿
は
、
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
で

建
物
の
南
に
あ
っ
た
庭
園
的
な
空
間
の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た（
31
）。
太
田
静

六
氏
は
泉
殿
の
例
と
し
て
吉
田
泉
殿
を
挙
げ
て
い
る
が（
32
）、
吉
田
泉
殿
は
、
安

貞
元
年
（
一
二
二
七
）
四
月
三
十
日
に
造
営
さ
れ
、
公
経
は
七
月
十
二
日
に
移
っ

て
い
る
（『
明
月
記
』
同
日
条
）。
そ
の
後
、
公
経
か
ら
孫
で
鎌
倉
幕
府
四
代
将
軍

で
あ
っ
た
頼
経
に
伝
領
さ
れ
た
。『
岡
屋
関
白
記
』
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
七

月
十
九
条
に
は
、

是
日
太（

後
嵯
峨
）

上
皇
初
幸
二
吉
田
水
閣
一
云
々
。
件
所
本
者
一（

公

経

）

条
太
相
国
第
也
。

関（

頼

経

）

東
大
納
言
入
道
伝
二―
領
之
一
、
今
献
二
上
皇
一
。
右
将
軍
〈
公
相
〉、
加
二
修

理
一
初
臨
幸
。
今
日
有
二
種
ゝ
御
儲
一
、
前（

実

氏

）

太
相
国
参
入
云
々
。

と
あ
り
、『
同
』
同
年
八
月
十
七
日
条
に
は
、

依
レ

召
参
二

吉
田
泉
一
【
中
略
】。
件
所
故（

公

経

）

入
道
太
相
国
別
業
也
、
譲
二

関（

頼

経

）

東
入
道
大
納
言
一
、彼
禅
門
被
レ
進
レ
院
歟
。
御
伝
領
之
子
細
慥
不
二
知
及
一
、

可
レ
尋
。
右（
公
相
）

大
将
加
二
修
理
一
、
造
二―
加
舎
屋
一
為
二
御
所
一
云
々
。

と
あ
り
、
頼
経
が
後
嵯
峨
に
献
上
し
、
公
経
の
孫
に
あ
た
る
公
相
が
修
造
を
行
っ

て
い
た
。

5　

円
明
寺
山
荘

こ
の
別
業
を
西
園
寺
家
が
所
有
す
る
に
至
る
経
緯
を
み
て
お
く
と
、
寛
済
法
印

が
こ
の
別
業
が
あ
っ
た
土
地
を
公
経
に
譲
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
（『
明
月
記
』
寛

喜
二
年
〈
一
二
三
〇
〉
六
月
二
十
一
日
条
）（33
）。
そ
の
後
、
公
経
か
ら
女
婿
で

あ
る
九
条
道
家
に
、
そ
し
て
子
一
条
実
経
に
譲
ら
れ
て
い
る
（
建
長
二
年

〈
一
二
五
〇
〉
十
一
月
日
「
九
条
道
家
初
度
惣
処
分
状
」〈
九
条
家
文
書
。『
鎌
倉

遺
文
』
七
二
五
〇
〉）。
実
経
は
晩
年
を
円
明
寺
で
過
ご
し
、「
円
明
寺
殿
」
と
称

さ
れ
る
。
円
明
寺
山
荘
の
経
営
に
西
園
寺
家
の
家
人
の
藤
原
永
光
が
あ
た
っ
て
い

た
（『
明
月
記
』
嘉
禎
元
年
〈
一
二
三
五
〉
正
月
九
日
条
）。
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お
わ
り
に　

本
稿
で
は
、鎌
倉
時
代
の
西
園
寺
家
の
邸
宅
の
変
遷
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。

西
園
寺
家
は
鎌
倉
時
代
の
初
期
に
五
条
・
六
条
に
邸
宅
を
有
し
、
日
常
的
に
居
住

す
る
邸
宅
と
な
っ
て
い
た
が
、
の
ち
に
一
条
北
辺
に
移
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に

は
、
公
経
と
一
条
能
保
の
娘
と
の
婚
姻
が
あ
っ
た
。

公
経
期
に
は
、
今
出
川
第
、
北
山
第
（
西
園
寺
）、
冷
泉
富
小
路
第
な
ど
の
邸

宅
が
数
多
く
造
営
さ
れ
た
。
は
じ
め
五
・
六
条
に
邸
宅
を
有
し
て
い
た
が
、
公
経

と
一
条
能
保
の
娘
と
の
婚
姻
が
契
機
と
な
っ
て
、
一
条
以
北
に
居
住
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
西
園
寺
家
の
主
要
な
邸
宅
が
、
承
久
の
乱
後
間
も
な
く
建
設
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
西
園
寺
家
が
以
前
か
ら
有
し
て
い
た
土
地
に
建
て
ら
れ
た
の
で
は

な
く
、
荘
園
と
の
交
換
な
ど
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
た
土
地
に
建
て
ら
れ
た
。
こ
の

背
景
に
は
、
公
経
の
時
代
に
西
園
寺
家
が
急
速
に
台
頭
し
、
代
々
相
伝
す
る
よ
う

な
邸
宅
を
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。
ま
た
、
吉
田
泉
・
槙

島
・
円
明
寺
・
吹
田
の
別
業
も
公
経
期
に
造
営
さ
れ
て
い
る
。
別
業
の
所
在
地
で

あ
る
吹
田
・
大
山
崎
・
槙
島
は
、
淀
川
・
宇
治
川
交
通
の
要
衝
に
あ
っ
た（
34
）。

網
野
善
彦
は
西
園
寺
家
が
河
川
交
通
の
要
地
を
抑
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る（
35
）。
西
園
寺
家
は
こ
れ
ら
を
掌
握
す
る
た
め
に
別
業
を
設
け
、
家
人
ら
に
経

営
を
さ
せ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

次
に
、
実
氏
期
に
な
る
と
王
家
の
外
戚
の
地
位
を
得
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
邸
宅

を
院
御
所
や
里
内
裏
と
し
て
提
供
し
て
い
る
。
自
邸
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、

五
条
大
宮
殿
な
ど
の
新
た
な
御
所
の
造
営
も
行
っ
て
い
る
。
天
皇
家
と
の
結
び
つ

き
が
、西
園
寺
家
の
邸
宅
の
在
り
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
西
園
寺
家
が
所
有
し
た
邸
宅
の
な
か
で
も
今
出
川
第
は
、
西
園
寺
家
嫡
流

に
相
伝
さ
れ
る
重
要
な
邸
宅
と
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
実
兼
期
に
な
る
と
、
今
出
川
第
は
西
園
寺
家
の
嫡
流
に
相
伝
さ
れ
る

邸
宅
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
西
園
寺
家
の
邸
宅
の
中
で
も
、
北
山
第
の

位
置
づ
け
が
変
化
し
て
い
る
。
北
山
第
は
公
経
・
実
氏
期
に
は
遊
興
、
祖
先
祭
祀
、

天
皇
・
院
・
女
院
な
ど
の
行
幸
・
御
幸
の
場
で
し
か
な
く
、
西
園
寺
家
の
当
主
が

滞
在
し
た
と
し
て
も
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た（
36
）。
し
か
し
、
実
兼
は
正
安
元

年
（
一
二
九
九
）
に
出
家
す
る
と
今
出
川
第
か
ら
北
山
第
に
移
住
し
、
常
住
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
北
山
第
は
実
兼
の
常
住
に
よ
っ
て
、
西
園
寺
家
当
主
の
出
家
引

退
後
の
居
住
空
間
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
出
川
第
に
は
実
兼
の
嫡
男
の
公
衡
が

居
住
す
る
よ
う
に
な
り
、
今
出
川
第
は
西
園
寺
家
当
主
が
居
住
す
る
正
邸
と
な
っ

た
。最

後
に
、
南
北
朝
〜
室
町
時
代
に
か
け
て
の
西
園
寺
家
と
邸
宅
を
概
観
し
て
お

き
た
い
。
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
に
実
兼
が
没
す
る
と
、
実
兼
の
嫡
子
で
あ
る

公
衡
は
す
で
に
没
し
て
い
た
た
め
、
嫡
孫
の
実
衡
が
跡
を
継
い
だ
。
し
か
し
、
実

衡
が
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
に
三
十
七
歳
と
い
う
若
さ
で
没
す
る
と
、
そ
の
嫡

子
公
宗
が
跡
を
継
い
だ
。
こ
の
と
き
公
宗
は
、わ
ず
か
十
六
歳
だ
っ
た
。
公
宗
は
、

建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
六
月
、
後
伏
見
を
擁
立
し
、
後
醍
醐
に
対
し
て
謀
反
を

企
て
た
。
北
条
高
時
の
時
行
が
挙
兵
し
た
中
先
代
の
乱
に
関
係
し
た
事
件
と
み
な

さ
れ
て
い
る
。
事
件
は
、
公
宗
の
弟
で
あ
る
公
重
の
密
告
に
よ
り
露
見
、
首
謀
者

の
公
宗
は
処
刑
さ
れ
、
西
園
寺
家
は
公
重
が
継
い
だ
。
以
後
、
南
北
朝
期
を
通
し

て
、
西
園
寺
家
の
家
督
は
公
重
と
公
宗
の
子
で
あ
る
実
俊
の
間
を
行
き
来
す
る
不
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安
定
な
状
態
が
続
い
た
。
文
和
二
・
正
平
八
年
（
一
三
五
三
）
に
実
俊
が
武
家
執

奏
に
任
命
さ
れ
た
が
、
鎌
倉
時
代
と
は
大
き
く
異
な
る
公
武
関
係
に
苦
慮
す
る
こ

と
に
な
る
。

鎌
倉
時
代
以
来
、
西
園
寺
家
が
所
有
し
て
い
た
邸
宅
の
室
町
時
代
の
様
子
を
み

て
み
る
と
、
公
宗
が
逮
捕
さ
れ
た
の
は
北
山
殿
で
あ
っ
た
（『
太
平
記
』
巻

十
三
）。
後
光
厳
が
西
園
寺
の
旧
宅
に
入
っ
た
際
に
、「
年
々
ニ
皆
荒
ハ
テ
ゝ
、
見

シ
ニ
モ
ア
ラ
ズ
成
ヌ
レ
バ
」（『
太
平
記
』
巻
三
十
七
）
と
評
し
て
お
り
、
荒
廃
し

て
い
た
こ
と
が
分
か
る（
37
）。
そ
の
後
、
北
山
第
が
あ
っ
た
一
帯
は
室
町
幕
府
将

軍
足
利
義
満
の
も
の
と
な
り
、
鹿
苑
寺
金
閣
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
。

今
出
川
第
も
兼
季
に
始
ま
る
今
出
川
家
が
伝
領
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
菊
第
も

兼
季
か
ら
実
尹
、
公
直
へ
と
伝
領
さ
れ
、
永
和
三
・
天
授
三
年
（
一
三
七
七
）
に

焼
失
し
た
あ
と
は
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
。
菊
第
が
あ
っ
た
土
地
は
、
足
利
義
満
が

室
町
殿
を
新
造
し
た
際
、
そ
の
敷
地
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

註

＊
本
文
中
で
物
故
者
は
、
敬
称
を
省
い
た
。

（
1
） 

赤
松
俊
秀
「
寺
史
」（『
鹿
苑
』
鹿
苑
寺
、
一
九
五
五
年
）。　

（
2
） 

川
上
貢
Ａ
「
西
園
寺
家
の
今
出
川
殿
」、同
Ｂ
「
冷
泉
富
小
路
殿
の
研
究
」、同
Ｃ
「
西

園
寺
家
の
北
山
殿
」（
以
上
、
同
『
日
本
中
世
住
宅
の
研
究　
〔
新
訂
〕』
中
央
公
論

美
術
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
3
） 

太
田
静
六
「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
貴
族
の
邸
宅
」（
同
『
寝
殿
造
の
研
究
』
吉
川
弘

文
館
、
初
版
一
九
八
七
年
、
新
装
版
二
〇
一
〇
年
）

（
4
） 

上
横
手
雅
敬「
鎌
倉
幕
府
と
摂
関
家
」（
同『
鎌
倉
時
代
政
治
史
研
究
』吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
一
年
、
初
出
一
九
七
四
年
）。

（
5
） 

網
野
善
彦
「
西
園
寺
家
と
そ
の
所
領
」（『
網
野
善
彦
著
作
集　

第
三
巻　

荘
園
公

領
制
の
構
造
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
一
九
九
二
年
）。

（
6
） 

鋤
柄
俊
夫
「
西
園
寺
公
経
と
持
明
院
殿
」（
同
『
中
世
京
都
の
軌
跡
』
雄
山
閣
、

二
〇
〇
八
年
）。

（
7
） 

野
口
孝
子
「
殿
と
呼
ぶ
心
性
」（『
日
本
歴
史
』
七
六
二
号
、
二
〇
一
一
年
）。
捧
奈

緒
美
「『
百
練
抄
』
に
記
載
さ
れ
る
貴
族
住
宅
の
呼
称
に
つ
い
て
」（『
日
本
建
築
学

会
計
画
系
論
文
集
』
六
四
六
、二
〇
〇
九
年
）。

（
8
） 

多
賀
宗
隼
「
西
園
寺
家
の
抬
頭
」（
同
『
論
集
中
世
文
化
史
公
家
武
家
編
』
法
蔵
館
、

一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
七
二
年
）。

（
9
） 

公
経
に
つ
い
て
は
、
山
岡
瞳
「
西
園
寺
公
経
」（
平
雅
行
編
『
中
世
の
人
物　

京
・

鎌
倉
の
時
代
編
三
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
で
述
べ
た
。

（
10
） 

な
お
、
公
経
の
父
実
宗
も
一
条
第
に
居
住
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
凶
所
の
た
め
他

所
に
移
っ
て
い
る
（『
明
月
記
』
建
仁
二
年
〈
一
二
〇
二
〉
五
月
二
十
五
日
条
）。

（
11
） 

公
経
は
こ
の
邸
宅
に
ち
な
ん
で
「
大
宮
」
と
称
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
西
園
寺

家
で
は
、
鎌
倉
時
代
中
期
に
実
氏
の
子
公
相
が
、
同
後
期
に
公
衡
の
子
季
衡
が
大

宮
と
称
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
西
園
寺
家
が
大
宮

に
邸
宅
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

（
12
） 

倉
林
正
次
「
大
臣
大
饗
」（
同
『
饗
宴
の
研
究
（
儀
礼
編
）』
桜
楓
社
、一
九
六
五
年
、

初
出
一
九
六
二
年
）。

（
13
） 

太
田
静
六
「
大
饗
儀
礼
」（
同
『
寝
殿
造
の
研
究　
〔
新
装
版
〕』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
〇
年
。
初
版
一
九
八
七
年
）。

（
14
） 

川
上
貢
註
（
2
）
前
掲
Ａ
論
文
。

（
15
） 

赤
松
俊
秀
は
、
足
利
義
満
に
よ
っ
て
鹿
苑
寺
が
建
立
さ
れ
る
前
提
と
し
て
、
北
山

第
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
（
赤
松
俊
秀
註
（
1
）
前
掲
論
文
）。

（
16
） 
西
園
寺
家
の
主
な
当
主
で
八
講
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
は
、
実

宗
（『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
〈
一
二
二
六
〉
十
二
月
十
日
条
な
ど
）、
公
経
（『
公
衡

公
記
』
正
和
四
年
〈
一
三
一
五
〉
八
月
二
十
九
日
条
な
ど
）、
実
氏
（『
実
躬
卿
記
』
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嘉
元
二
年
〈
一
三
〇
四
〉
六
月
六
日
条
な
ど
）。
な
お
、
実
氏
の
八
講
は
西
園
寺
の

中
に
あ
っ
た
無
量
光
院
で
行
わ
れ
て
い
る
。

（
17
） 
例
え
ば
、後
嵯
峨
上
皇
は
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
に
北
山
第
を
訪
れ
て
い
る
（『
経

俊
卿
記
』
同
年
十
月
十
日
条
）。

（
18
） 

親
兼
は
坊
門
親
信
の
子
で
、
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
に
右
衛
門
督
に
任
じ
ら
れ

た
人
物
で
あ
る
（『
公
卿
補
任
』）。

（
19
） 

赤
松
俊
秀
註
（
1
）
前
掲
論
文
。

（
20
） 

常
盤
井
第
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
る
。

（
21
） 

大
宮
院
の
ほ
か
に
も
、
後
深
草
の
も
と
に
伺
候
し
て
い
た
実
兼
の
妹
相
子
は
、
今

出
川
第
で
着
帯
し
て
い
る（『
公
衡
公
記
』正
応
二
年〈
一
二
八
九
〉正
月
十
六
日
条
）。

亀
山
の
妃
で
あ
っ
た
昭
訓
門
院
も
産
所
と
し
て
い
る
（『
実
躬
卿
記
』
嘉
元
元
年

〈
一
三
〇
三
〉
正
月
二
十
三
日
条
な
ど
）。

（
22
） 

『
西
園
寺
一
切
経
供
養
并
後
宴
等
記
』
は
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
（
函
号
、
伏
・

四
九
四
）。

（
23
） 

森
茂
暁
『
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関
係
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
。

（
24
） 

近
藤
成
一
「
内
裏
と
院
御
所
」（
同
『
鎌
倉
時
代
政
治
構
造
の
研
究
』
校
倉
書
房
、

二
〇
一
六
年
、
初
出
一
九
九
二
年
）。

（
25
） 

西
園
寺
家
に
伺
候
し
た
家
人
に
つ
い
て
は
、
山
岡
瞳
「
鎌
倉
時
代
の
公
家
政
権
と

下
級
官
人
」（『
古
代
文
化
』
六
八
―
一
、二
〇
一
六
年
）
で
述
べ
た
。
知
嗣
ら
の
一

族
は
造
営
に
堪
能
で
、
こ
の
と
き
知
嗣
は
備
前
国
と
安
芸
国
沼
田
荘
を
も
っ
て
常

盤
井
第
を
再
建
し
て
い
る
。
備
前
国
は
常
盤
井
第
の
所
有
者
で
あ
る
大
宮
院
が
知

行
し
て
お
り
、
知
嗣
が
国
務
奉
行
を
務
め
て
い
た
。
ま
た
、
安
芸
国
沼
田
庄
は
知

嗣
の
父
知
茂
が
預
所
を
務
め
、
知
嗣
に
と
っ
て
用
途
を
調
達
し
や
す
い
状
況
に
あ
っ

た
。

（
26
） 

赤
松
俊
秀
註
（
1
）
前
掲
論
文
。

（
27
） 

松
薗
斉
『
王
朝
日
記
論
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
六
年
。

（
28
） 

網
野
善
彦
註
（
5
）
前
掲
論
文
や
、
鋤
柄
俊
夫
註
（
6
）
前
掲
論
文
は
、
西
園
寺

家
が
天
王
寺
に
別
荘
を
有
し
て
い
た
こ
と
の
根
拠
と
し
て
、『
五
代
帝
王
物
語
』
を

あ
げ
る
の
み
で
、
他
の
史
料
を
あ
げ
て
い
な
い
。

 

　

ま
た
、『
六
代
勝
事
記
・
五
代
帝
王
物
語
』（
弓
削
繁
校
注
、
三
弥
井
書
店
、

二
〇
〇
〇
年
）
の
当
該
記
事
の
注
釈
と
し
て
、
大
阪
市
天
王
寺
区
を
比
定
し
て
い

る
の
み
で
あ
る
。

（
29
） 

上
横
手
雅
敬
註
（
4
）
前
掲
論
文
。

（
30
） 

網
野
善
彦
註
（
5
）
前
掲
論
文
。

（
31
） 

京
都
大
学
西
部
課
外
活
動
施
設
建
設
に
と
も
な
う
発
掘
調
査（
二
〇
〇
八
・
二
〇
〇
九

年
）
が
行
わ
れ
た
。
第
1
期
の
調
査
で
は
石
敷
な
ど
鎌
倉
時
代
の
建
物
跡
が
見
つ

か
り
、
第
2
期
の
調
査
で
は
流
路
の
存
在
が
確
認
で
き
や
庭
石
が
配
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
か
ら
庭
園
的
な
空
間
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
十
三
世
紀
に
機
能
し
十
四
世
紀
に
は
廃
絶
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
吉
田
泉
殿
の
敷
地
の
南
端
に
あ
た
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
庭
園

の
北
に
建
物
・
苑
地
が
展
開
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（「
京
都
大
学
西
部
構

内
Ａ
Ｗ
２
０
区
の
発
掘
調
査
」〈
京
都
大
学
文
化
財
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
『
京
都
大

学
構
内
遺
跡
調
査
研
究
年
報　

二
〇
〇
九
年
度
』
二
〇
一
二
年
〉）。

（
32
） 

太
田
静
六
註
（
3
）
前
掲
論
文
。

（
33
） 

寛
済
は
仁
和
寺
の
僧
で
（『
明
月
記
』
寛
喜
二
年
〈
一
二
三
〇
〉
正
月
二
十
三
日
条
）、

宇
多
源
氏
の
資
賢
の
孫
に
あ
た
る
人
物
で
あ
る
。　
　

（
34
） 

西
園
寺
家
が
行
っ
た
河
川
交
通
の
掌
握
は
、
西
園
寺
家
が
行
っ
た
宋
と
の
交
易
と

も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

（
35
） 

網
野
善
彦
註
（
5
）
前
掲
論
文
。

（
36
） 

赤
松
俊
秀
註
（
1
）
前
掲
書
。

（
37
） 

最
近
、
鹿
苑
寺
境
内
の
不
動
堂
に
あ
る
石
室
の
調
査
が
行
わ
れ
、
石
室
を
構
築
す

る
緑
色
片
岩
の
表
面
か
ら
、
年
号
が
線
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
。
年

号
は
「
康
永
」「
貞
和
」「
文
和
」「
応
永
」
で
、「
応
永
」
を
除
く
三
つ
は
西
園
寺

家
が
所
有
し
て
い
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
。（
鈴
木
久
男
編
『
鹿
苑
寺
境
内
不
動
堂

石
室
調
査
報
告
書
』
鹿
苑
寺
境
内
不
動
堂
石
室
調
査
委
員
会
、
二
〇
一
一
年
）。


